
所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

福祉総務課
令和7年度福岡県福祉人
材センター運営事業委託
契約

令和7年4月1日
社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会

春日市原町３丁目１番地
７

67,358,936円

県は、社会福祉法に基づき、都道府県に１箇所とされている福祉
人材センターとして、当団体を指定している。また、当団体は福祉
事業に関するノウハウとネットワークを有しており、同センターの
運営を実施できるのは当団体に限られるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

地域福祉係 092-643-3243

福祉総務課
令和７年度福岡県よりそい
弁護士制度による社会復
帰支援事業委託契約

令和7年4月1日 福岡県弁護士会
福岡市中央区六本松４
丁目２番５号

2,860,000円

県は、令和５年度から「福岡県よりそい弁護士制度による社会復
帰支援事業」を開始することとしている。当該事業の実施にあたっ
ては、住居就労の支援や法律の専門家としての弁護士の協力が
必要不可欠である。当該団体は福岡県全域の弁護士が所属する
唯一の団体であり、県下全域で本事業を実施出来るのは当該団
体に限られ、契約の性質・目的が競争入札に適さないため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

地域福祉係 092-643-3243

福祉総務課
福祉サービス第三者評価
事業業務委託契約書

令和7年4月1日
社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会

春日市春町３丁目１番地
７

3,551,000円

　令和５年度に企画提案公募により左記法人と委託契約を締結し
ている。当該法人は、福祉サービス事業者で組織する各種協議
会の事務局を運営し、日常的に事業者と連携が図られている。令
和７年度においても、本業務の遂行には、福祉サービス第三者評
価事業に関する十分な知識を有しており、事業者との連携を円滑
に行うことができる左記法人との委託契約の締結が必要であるた
め、特命随意契約とするもの。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

監査指導係 092-643-3297

こども未来
課

令和7年度「出会い・結婚
応援事業」委託契約

令和7年4月1日
株式会社アソウ・
ヒューマニーセンター

福岡市中央区天神２丁
目８番４１号

52,318,200円

当事業者は、令和５年度事業において企画・技術提案型契約方
式により選定された者であり、これまでの事業遂行を通じて、本事
業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実
施し、確実に目標達成を図ることができるため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

こども企画
係

092-643-3013

こども未来
課

「こどもまんなか社会づく
り」推進主体開拓及び広報
業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社フラウ
福岡市中央区舞鶴1-3-
14

5,998,410円

当事業者は、令和６年度事業において企画提案方式で選定され
た者であり、これまでの業務遂行を通じて本事業に関するノウハ
ウを有しており、より効果的・効率的に事業を実施し、目標達成を
図ることができるため。（地方自治法施行令第167条2第1項第2号
該当）

こども企画
係

092-643-3013

こども未来
課

福岡県こどもまんなかポー
タルサイト運営管理業務委
託契約

令和7年4月1日
株式会社アド・パスカ
ル

福岡市中央区赤坂1-
16-10

3,639,460円

当事業者は、令和６年度における本サイトの構築及びその運営・
管理業務について、企画提案方式により選定された者である。本
サイトを構築した事業者であることから、システム上の問題や改
善・拡張等について柔軟に対応することが可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども企画
係

092-643-3013

特命随意契約公表一覧表
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども未来
課

こどもが創るふくおかの未
来推進事業委託

令和7年5月19日 株式会社ジック
福岡市博多区千代４丁
目１－２７福岡自治会館
１F

2,495,900円

　本事業を実施するには、「こどものセーフガーディング（こどもを
虐待や不適切な取扱いから守る取組）のための指針」やこども家
庭庁が示す「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライ
ン」を熟知し、幅広い年齢や様々な環境のこどもに対し、その成長
段階や置かれた環境に配慮しながら意見を引き出すための高度
なスキルと経験が必要となる。また、出された膨大な意見を分類・
整理・分析するための情報整理能力や統計的分析力も必要であ
る。
　また、こどもの意見を施策の立案に活用するためには、年度の
早期にワークショップ等を実施する必要があり、受託後の研修や
再委託等によることなく、契約時に上記のスキル・経験を備えてい
る必要がある。
　当該事業者は、こども家庭庁がこどもの意見聴取を適切に実施
することを目的として令和６年度から開始した「こども意見ファシリ
テーター養成講座」を受講したファシリテーターやこどもに関わる
職務の経験者をスタッフとして複数名抱えているほか、こども向け
ワークショップの運営の経験も豊富であることから、本事業のワー
クショップや困難な状況に置かれたこどもからの意見聴取を適切
かつ機動的に実施することができる。
　加えて、当該事業者は調査会社としての一面も有しており、公
的統計を始めとする様々な調査を受託した実績を持つことから、
聴取した意見の分類・整理・分析能力に長けている。
　当該事業者は上記条件を同時に満たす県内唯一の事業者であ
るため、当該事業者に委託するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども企画
係

092-643-3013
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども未来
課

令和7年度福岡県ひとり親
サポートセンター事業委託
契約

令和7年4月1日
社会福祉法人福岡県
母子寡婦福祉連合会

春日市原町３－１－７ 32,449,000円

　本事業を実施するには、仕事や生活上の様々な困難を抱える
ひとり親家庭等の置かれた状況を深く理解し、就業支援と併せて
生活支援等のきめ細かな支援を行うことができ、県内全域を所管
することのできる体制を有する団体であることが必要である。
　当該法人は、ひとり親家庭等に対する自立を支援し、福祉の向
上を目的とした母子・父子福祉団体であり、母子及び父子並びに
寡婦福祉法に基づき母子・父子福祉センターを運営しており、ひ
とり親家庭等に対して各種相談に応じるとともに、生活指導及び
生業の指導を行っているため、生活実態等を踏まえた総合的な
就業支援を実施するためのノウハウを有する団体である。また、
傘下に県内の市郡母子会を有しており、会員への情報提供が迅
速にでき、また、各地域のひとり親家庭等の状況を把握しており
県内全域を所管することのできる唯一の団体である。
　このことから、当該法人が県内唯一上記の条件を満たす団体で
あり、他に当該事業を実施する能力を有する団体がないため選
定するもの。
地方自治法施行令第１６７条の２第1項第２号該当

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

令和7年度久留米ひとり親
サポートセンター事業

令和7年4月1日
久留米市母子寡婦福
祉会

久留米市長門石１－１－
３２
総合福祉会館内

5,400,000円

　本事業を実施するには、仕事や生活上の様々な困難を抱える
ひとり親家庭等の置かれた状況を深く理解し、就業支援と併せて
生活支援等のきめ細かな支援を行うことができる必要がある。ま
た、当該事業に係るセンターは久留米市と共同設置しており、久
留米市に拠点を有する必要があるため、県ひとり親サポートセン
ターを運営している社会福祉法人福岡県母子寡婦福祉連合会と
緊密な連携を図りつつ、筑後地域を所管することのできる体制を
有する団体であることが必要である。
　この点、久留米市母子寡婦福祉会は、ひとり親家庭等福祉の向
上や交流・親睦を目的とした母子・父子福祉団体であり、ひとり親
家庭等の状況や地元の雇用情勢等に精通しているため、生活実
態等を踏まえた総合的な就業支援を実施するためのノウハウを
有する久留米市唯一の団体である。また、当該団体は、県内最
大（政令市を除く）の母子・父子福祉団体であり、筑後地域の他の
母子・父子福祉団体との連携だけでなく、社会福祉法人福岡県母
子寡婦福祉連合会に属していることから、県ひとり親サポートセン
ターと緊密な連携が可能である。
　このことから、当該団体が久留米市で唯一上記の条件を満たす
団体であり、他に当該事業を実施する能力を有する団体がない
ため、当該団体を選定するもの。
　なお、平成20年度の久留米市との共同設置時に協定書を締結
しており、久留米市母子寡婦福祉会に設置することとし、費用負
担は児童扶養手当受給者で按分すること等を取り決めている。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども未来
課

令和7年度福岡県ひとり親
家庭のための学習支援ボ
ランティア事業委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人福岡県
母子寡婦福祉連合会

春日市原町３－１－７ 13,613,000円

　本事業を実施するには、仕事や生活上の様々な困難を抱える
ひとり親家庭の置かれた状況を深く理解し、学習環境に恵まれな
いひとり親家庭の児童に対し、学習支援や進学相談と併せて生
活支援等のきめ細かな支援を行うことができ、県内全域を所管す
ることのできる体制を有する団体であることが必要である。
　当該法人は、ひとり親家庭や寡婦（以下「ひとり親家庭等」とい
う。）に対する自立を支援し、福祉の向上を目的とした母子・父子
福祉団体であり、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき母
子・父子福祉センターを運営しており、ひとり親家庭等に対して各
種相談に応じるとともに、生活指導及び生業の指導を行っている
ため、ひとり親家庭等の置かれた状況を深く理解しきめ細かな支
援を行うことができる。また、参加に県内の市郡母子会を有してお
り、会員への情報提供が迅速にでき、また、各市郡母子会で会場
の手配及び管理を行うことができるなど、各地域のひとり親家庭
等の状況を把握しており県内全域を所管することのできる唯一の
団体である。
　このことから、当該法人が県内唯一上記の条件を満たす団体で
あり、他に当該事業を実施する能力を有する団体がないため選
定するもの。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども未来
課

令和７年度福岡県母子父
子寡婦福祉資金の収納事
務の一部に関する委託契
約

令和7年4月1日 株式会社福岡銀行
福岡市中央区天神二丁
目13番1号

1,082,400円

標記収納事務は、母子父子寡婦福祉資金貸付事業を運営するた
めの収納及び支払い等を管理する事務であり、毎月の支払いや
収納データ等に誤りがあった場合、県民に多大な迷惑をかけるこ
とになる。当事業者とは現在、標記収納事務委託契約中であり、
業務を行うための十分な知識及び能力を備えている。
地方自治法施行令第１６７条の２第１甲第２号該当

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

令和７年度母子父子寡婦
福祉資金貸付システム保
守事務委託契約

令和7年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター福岡支社

福岡市博多区店屋町1-
35

1,320,000.円

標記保守事務は、母子父子寡婦福祉資金貸付事業を運営するた
めのもの、調定、収納及び支払い等を管理するシステムの保守
事務であり、毎月の支払いや収納データ等に誤りがあった場合、
県民に多大な迷惑をかけることになる。当事業者とは現在、標記
保守事務委託契約中であり、業務を行うための十分な知識及び
能力を備えている。
地方自治法施行令第１６７条の２第１甲第２号該当

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

令和７年度放課後児童支
援員等研修事業にかかる
委託契約

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
学童保育協会

鞍手郡小竹町大字新多
１５４３－２

12,063,998円

当事業者は、令和６年度事業において企画・技術提案型契約方
式により選定された者であり、これまでの事業遂行を通じて、本事
業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実
施し、確実に目標達成を図ることができるため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

居場所づく
り係

092-643-3577

こども未来
課

福岡県いじめレスキューセ
ンター運営業務委託契約

令和7年4月1日
エースチャイルド株式
会社

東京都港区東新橋1丁
目5-2

19,569,000円

当事業者は、令和５年度事業において企画提案方式で選定され
た者であり、これまでの業務遂行を通じて本事業に関するノウハ
ウを有しており、より効果的・効率的に事業を実施し、目標達成を
図ることができるため。（地方自治法施行令第167条2第1項第2号
該当）

居場所づく
り係

092-643-3577

こども未来
課

児童扶養手当標準準拠シ
ステムアプリケーション等
提供・保守業務委託

令和7年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター福岡支社

福岡市博多区店屋町1-
35

2,015,200.円

当該システムは当該業者が開発したシステムであり、システム全
体の構造や機能に精通している当該業者でなければ、システム
の安定運用や障害発生時の迅速対応等の業務を的確に実施す
ることができないため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

児童扶養手
当係

092-643-3259

こども未来
課

令和7年度（特別）児童扶
養手当システム運用業務
委託契約

令和7年4月1日 株式会社アイネス
東京都中央区日本橋蛎
殻町一丁目38番11号

10,636,472.円

当該システムは当該業者が開発したシステムであり、システム全
体の構造や機能に精通している当該業者でなければ、システム
の安定運用や障害発生時の迅速対応等の業務を的確に実施す
ることができないため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

児童扶養手
当係

092-643-3259
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども未来
課

福岡県ネットワーク運用管
理アカウント構築業務委託
契約

令和7年4月7日 株式会社QTnet
福岡市中央区天神一丁
目12番20号

5,280,000.円

現在運用中の児童扶養手当システムをガバメントクラウド環境上
で利用するには、庁内ネットワーク環境とガバメントクラウド環境と
を接続し、ガバメントクラウド環境上に運用管理アカウントを構築
する必要がある。当該業務は高度なセキュリティ対策が必要であ
るため、庁内ネットワークを構築し構造や仕様を熟知している当
該業者のみ実施か可能なため。
地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当

児童扶養手
当係

092-643-3259

こども未来
課

（特別）児童扶養手当シス
テム開発環境バージョン
アップ業務委託契約

令和7年5月23日 株式会社アイネス
東京都中央区日本橋蛎
殻町一丁目38番11号

6,659,345.円

本システムは当該業者が開発したシステムであり、開発環境の
バージョンアップを行うためには、当該システムの構造や機能に
精通している当該業者のみ実施が可能なため。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

児童扶養手
当係

092-643-3259

こども未来
課

福岡県ネットワーク運用管
理補助業務委託契約

令和7年6月1日 株式会社QTnet
福岡市中央区天神一丁
目12番20号

3,795,000.円

現在運用中の児童扶養手当システムをガバメントクラウド環境上
で利用するためには、本県が利用する範囲のクラウド環境の監
視及びセキュリティ管理、障害対応などの業務が必要であり、運
用管理アカウントを構築し、ネットワーク及びクラウド環境の構造
や仕様を熟知している当該業者のみ実施が可能なため。
地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当

児童扶養手
当係

092-643-3259

こども未来
課

児童扶養手当標準準拠シ
ステムガバメントクラウド運
用管理補助業務委託契約

令和7年6月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター　福岡支社

福岡市博多区店屋町1-
35

4,741,000.円

現在運用中の児童扶養手当システムをガバメントクラウド環境下
で利用するためには、当該システムが存在する環境下におけるク
ラウド環境の監視及びセキュリティ管理、障害対応などの業務が
必要であり、当該業務を行うにあたっては、システム開発に携わ
り、構造や仕様を熟知している当該業者のみ実施が可能なため。
地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当

児童扶養手
当係

092-643-3259

子育て支援
課

令和７年度保育士就職支
援強化事業委託契約

令和7年4月1日
公益社団法人　福岡
県保育協会

春日市原町３丁目１－７ 18,740,700円

当事業者は、保育に関する専門的知識・技術及び県内の保育所
に関しての広いネットワークを有する必要があり、県内における幅
広いネットワークや専門的知識を有する唯一の団体のため。
本契約は令和6年度予算執行分の随契審査会で審査され、令和
7年度は2年目である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
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特命随意契約公表一覧表

子育て支援
課

令和7年度ほいく福岡運
営・管理業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１－４
－２

2,738,450.円

　保育士専門の職業紹介事業の効果を更に高めるため、平成30
年度に当該事業者に委託しシステムを構築のうえ、保育人材総
合支援サイト「ほいく福岡」を運用してきた。
　本サイトは、広く県民の目に触れるものであり、システム上の問
題については、早急に対応する必要がある。他の事業者に委託
する場合は、別のサーバーへの移行等、不具合が生じるおそれ
がある。
　また、本サイトは、当該事業者の自主システムであるため、問題
の発生に早急に対応することができ、改修等について柔軟に対
応が可能である。以上のことから、当該事業者に委託するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和７年度福岡県認定こど
も園研修事業委託契約

令和7年4月18日
一般財団法人保健福
祉振興財団

東京都千代田区紀尾井
町３番１２号

1,610,100円

　本研修事業は保育に関し、専門的知識、技術を有する機関でな
ければ実施できない。一般財団法人保健福祉振興財団は、これ
まで九州に限らず全国で保育に関する研修を実施してきた実績
があり、継続的、効果的、効率的な業務の遂行が期待できる。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和７年度福岡県保育士
等キャリアアップ研修事業

令和7年5月16日
一般財団法人保健福
祉振興財団

東京都千代田区紀尾井
町３番１２号

35,000,000円

本研修事業は、保育に関し、専門的知識、技術を有する機関でな
ければ実施できない。一般財団法人保健福祉振興財団は、これ
まで九州に限らず、全国で保育に関する研修を実施してきた実績
があり、継続的、効果的、効率的な業務の遂行が期待できる。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

病児保育施設における保
育士確保支援事業業務委
託

令和7年4月23日
株式会社ネクストビー
ト

東京都渋谷区恵比寿4-
9-10

12,980,000円

　本事業は、病児保育施設の保育士を確保するため、病児保育
施設と求職者の雇用条件の調整等を行うもの。令和５年度に実
施した企画提案公募により、令和５年度及び令和６年度は求人サ
イトの構築・運営業務及び病児保育施設と求職者の雇用条件の
調整等を株式会社ネクストビートが行っている。事業を効果的に
進めるには、同じ求人サイトを活用する必要があり、これまでの
業務遂行を通じて本事業に関するノウハウを有していることから、
業務の確実な履行が見込まれるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和７年度福岡県子育て
支援員研修事業業務委託

令和7年5月15日
ヒューマンアカデミー
株式会社

東京都新宿区西新宿7-
5-25

5,545,430円

　本研修事業は、保育に関し、専門的知識、技術を有する機関で
なければ実施できない。
　ヒューマンアカデミー株式会社は、これまで九州に限らず、全国
で保育に関する研修を実施してきた実績があり、継続的、効果
的、効率的な業務の遂行が期待できる（地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号該当）。

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

保育士登録業務委託契約 令和7年4月1日
社会福祉法人日本保
育協会

東京都千代田区麹町1
丁目6番地2

保育士証の交付：
3,696円/件

書換え交付：1,408
円/件

再交付：968円/件

保育士登録業務は、平成15年度から全国一律で日本保育協会
に委託している。
日本保育協会は、保育所と研修等で全国規模での調整を行って
いる実績があり、また、保育士研修を実施する等、保育士の資質
の向上に努めており、保育士について熟知していることから、日
本保育協会に委託することが適当であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

子育て支援
課

「福岡県にこにこ家族づくり
ポータルサイト」、「福岡県
病児保育支援システム」及
び「福岡県医療的ケア児等
支援情報サイト」運営・管
理業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社QTmedia
福岡県福岡市中央区天
神１－４－２

1,466,960円

当事業者は、平成２６年度における本サイトの構築及びその運
営・管理業務について、企画提案方式により選定された者であ
る。
本サイトを構築した事業者であることから、システム上の問題や
改善・拡張等について柔軟に対応することが可能であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

子育て支援
係

092-643-3311

子育て支援
課

令和７年度福岡県保育所
等職員研修事業（一般保
育研修）業務委託契約

令和7年4月9日
公益社団法人福岡県
保育協会

春日市原町3丁目1-7 4,647,700.円

当事業者は、県内保育所と強固なネットワークが構築されてお
り、保育の現場が直面する課題等が会員間において共有されて
おり、時機に応じた研修を実施することができ、これまでの業務遂
行を通じて本事業に関するノウハウを有しており、より効果的・効
率的に事業を実施し、目標達成を図ることができるため。
本契約は令和6年度予算執行分の随契審査会で審査され、令和
7年度は2年目である。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和7年度福岡県保育所
等職員研修事業（人権・同
和保育研修）委託契約

令和7年4月16日
福岡県人権・同和教
育研究協議会

福岡市博多区吉塚本町
１３－５０

5,100,000.円

本事業は、同和問題をはじめとする人権問題及び保育に関する
専門的知識・技術を有することが必要であり、県内で人権・同和
教育についての研究実績を有する唯一の団体のため。
本契約は令和5年度予算執行分の随契審査会で審査され、令和
7年度は3年目である。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援課

令和７年度「保育所等に勤
務する職員等を対象とした
障がい児保育対応力向上
研修及び医療的ケア研修」

令和7年5月16日
一般財団法人保健福
祉振興財団

東京都千代田区紀尾井
町3番12号

4,288,000.円

　本事業は障がい児保育や喀痰吸引等の医療的ケアに関し、専
門的知識、技術を有する機関でなければ実施できない。一般財
団法人保健福祉振興財団は、九州に限らず全国で保育に関する
研修を実施してきた実績があり、これまでの業務遂行を通じて本
事業に関するノウハウを有していることから、より効果的・効率的
に事業を実施し、業務の確実な履行が見込まれる。（地方自治法
施行令第167 条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

若年者への性知識啓発事
業におけるLINEメッセージ
ングサービスシステム保守
等業務委託契約

令和7年4月1日
トランス・コスモス株式
会社

東京都渋谷区東1-2-20 1,171,500円

当システムは令和３年度に構築しており、効率的かつ効果的に運
用業務を実施できるのは、機能に精通しているシステム構築事業
者であるトランス・コスモス株式会社のみであるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

福岡県先進医療による不
妊治療費助成業務委託契
約

令和7年4月1日
麻生教育サービス株
式会社

福岡県福岡市博多区博
多駅前3-25-24

20,727,000円

当事業者は、令和５年度事業において企画・技術提案型契約方
式により選定された者であり、これまでの事業遂行を通じて、本事
業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実
施し、確実に目標達成を図ることができるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

母子保健係 092-643-3307
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
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特命随意契約公表一覧表

子育て支援
課

福岡県乳幼児聴覚支援セ
ンター運営業務委託契約

令和7年4月1日
公益財団法人福岡県
メディカルセンター

福岡市博多区博多駅南
２丁目９番３０号

9,526,000.円

本事業は、医療機関に関する迅速な情報提供業務を行い、保健
医療分野の専門的な相談や相談員育成のノウハウを有し、県及
び医師会と医療機関への支援を着実に実施する必要がある。本
事業は、公益財団法人福岡県メディカルセンターでなければ、効
果的・効率的に遂行することができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

妊婦のための支援給付事
業に係るプラットフォーム
運用業務委託契約

令和7年4月1日 リンベル株式会社
東京都中央区日本橋３
－１３－６

6,666,000.円

当システムは令和５年度に企画・技術提案型契約方式により選
定された者によって構築されたものであり、効率的かつ効果的に
運用業務を実施できるのは、機能に精通しているシステム構築事
業者である当事業者のみであるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

先天性代謝異常等検査業
務委託契約

令和7年4月1日
KMバイオロジクス株
式会社

熊本県熊本市北区大窪
１丁目６番１号

・先天性代謝異常
症検査

タンデムマス検査
１，５５０円／件

ガラクトース血症
検査、先天性副腎

過形成症検査
１，０８０円／件

・先天性甲状腺機
能低下症検査

７９０円／件

当事業者は、本県における当該検査数（約年間２万件）以上の検
体を処理できる規模であり、最先端の分析検査設備を備えている
とともに、日本マス･スクリーニング学会の認定技術者を擁する高
い技術を有する検査機関であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

福岡県プレコンセプション
ケアセンター運営業務委託
契約

令和7年4月1日
一般社団法人福岡県
助産師会

福岡県福岡市中央区平
尾１－３－４１

21,678,437.円

本事業では、相談業務に加えて情報発信業務（研修や講座など）
を行うこととしており、専門的知識及び経験の積み重ねに基づい
たノウハウが必要である。これら事業を円滑かつ予算内で行うた
めには、研修や講座・相談にて多くの助産師の協力を得る必要が
あり、当会は、業務を担える助産師を複数有している唯一の機関
であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

「子育て応援の店」推進事
業業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社フラウ
福岡市中央区舞鶴1丁
目3－14

8,690,770.円

当事業者は、令和6年度事業において企画・技術提案型契約方
式により選定された者であり、これまでの事業遂行を通じて、本事
業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実
施し、確実に目的達成を図ることができるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

子育て支援
係

092-643-3311

子育て支援
課

令和7年度福岡県高齢者
子育て支援推進事業委託
契約

令和7年4月1日
公益社団法人福岡県
シルバー人材セン
ター連合会

福岡市博多区吉塚門町
9番15号

13,740,322円

当事業者は、令和5年度事業において企画・技術提案型契約方
式により選定された者であり、これまでの事業遂行を通じて、本事
業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実
施し、確実に目的達成を図ることができるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

子育て支援
係

092-643-3311
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども福祉
課

児童虐待対応に関する法
律相談委託契約

令和7年4月1日
児童虐待防止対策事
業協力弁護団

福岡市中央区赤坂１丁
目１６-１３

5,632,000円

　児童相談所は、児童虐待への対応に当たり、子どもを保護する
権限や家屋等に立ち入って調査する権限など、様々な法的権限
を駆使することとなる。
　本事業の目的は、児童相談所が保護者と対立した場合にあっ
ても、常時、弁護士からの法的助言や意見を受けながら、適切か
つ迅速に法的権限を行使し、子どもの安全を確保できる体制の
整備を図るものである。
　助言等を受けるに当たっては、児童福祉法だけでなく、民法や
家事事件手続法などを中心に、子どもや家族に関わる幅広い法
律知識が必要となるだけでなく、児童相談所や関係機関の実務
について基礎知識が必要となる。
　また、人数及び地域性の関係から、県内６つの児童相談所から
の相談に対応できる体制も必要である。
　以上の要件を満たすのは、児童福祉分野に精通する複数弁護
士で構成される児童虐待防止対策事業協力弁護団しかないた
め、選定するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

福岡県児童相談所等研修
業務委託契約

令和7年4月1日
麻生教育サービス株
式会社

福岡市博多区博多駅前
3-25-24八百治ビル４F

9,965,000円

　児童相談所職員の増員に伴い、児童相談所業務の経験年数が３年未
満の職員が5割超となり、指導や教育にあたるSVが不足するなど、人材
育成が課題となっており、児童福祉司の相談援助技術向上が課題とさ
れている。そのような中でも、児童相談所は、日々深刻化する児童虐待
問題に迅速、適確に対応することが必要である。本事業の目的は、効果
的な人材育成のため、客観的な研修後の効果測定やその後の研修の
改善に生かす仕組みを構築し、外部の専門家の知見も活用した研修の
マネジメント強化を行っていくものである。
　また、福岡県児童相談所等研修業務は、令和４年度末に企画・技術提
案型契約方式（プロポーザル方式）による入札評価を行い、麻生教育
サービス株式会社を委託先候補者として選定、令和５年度及び令和６
年度に同社と委託契約している。
 以上のことより、過去の業務委託経験から、研修開催業務だけでなく、
研修効果の測定やより効果的な開催手法の提案等高度な知見やノウ
ハウを有する麻生教育サービス株式会を選定するのが適当であるた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

妊産婦等生活援助事業委
託業務

令和7年4月1日
社会福祉法人
日王福祉会

田川郡福智町神崎１０５
６－１９

31,550,000円

　本事業の目的である特定妊婦等への支援を行うにあたっては、
専門的な知識と豊富な経験が必要である。
　福岡県特定妊婦等母子支援業務委託先候補者選定委員会に
おいて、令和５年度に審議した結果、社会福祉法人日王福祉会を
受託候補者と選定し、委託するにあたっての最適業者と判断し
た。当該法人は令和３年度から６年度までの４年間、本事業を受
託していた実績があるほか、母子生活支援施設の運営を行って
おり、母子は対する支援に高い適格性及び信頼性が認められる
ため、選定するもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

こども福祉
係

092-643-3256
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども福祉
課

妊産婦等生活援助事業委
託業務

令和7年4月1日
社会福祉法人
豊生会

大野城市大城４丁目
１９－２

33,323,000円

　本事業の目的である特定妊婦等への支援を行うにあたっては、
専門的な知識と豊富な経験が必要である。
  福岡県特定妊婦等母子支援業務委託先候補者選定委員会に
おいて令和５年度に審議した結果、社会福祉法人豊生会を受託
候補者と選定し、本県は本事業を委託しており、実務経験があ
る。また、当該法人は、母子生活支援施設の運営を行っており、
母子に対する支援に高い適格性及び信頼性が認められるため、
選定するもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

児童相談情報管理システ
ム運用保守業務

令和7年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター

福岡市博多区店屋町１
番３５号

2,112,440円

　当該システムは、株式会社佐賀電算センターが開発し、児童相
談所における相談情報や支援情報等を統合的に管理するシステ
ムであり、本システムの構造を熟知している同社のみ運用保守業
務が可能であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

児童相談情報管理システ
ム機能改修業務

令和7年5月21日
株式会社佐賀電算セ
ンター

福岡市博多区店屋町１
番３５号

3,342,900円

　当該システムは、株式会社佐賀電算センターが開発し、児童相
談所における相談情報や支援情報等を統合的に管理するシステ
ムであり、本システムの構造を熟知している同社のみ改修業務が
可能であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

福岡県児童相談所夜間休
日電話相談業務

令和7年4月1日
ダイヤル・サービス株
式会社

東京都千代田区九段南
一丁目６番５号

41,217,000円

　当該業務は、令和5年度よりダイヤル・サービス株式会社に委
託している。本事業は、電話を通じた虐待通告などに対応するも
のであり、事業の性質上、専門的知識を持って相談者に対し慎重
に助言・指導を行うことができる専門員の配置や児童相談所の連
携体制の確立が不可欠であることから、引き続き特命随意契約と
するもの。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

児童虐待防止SNS相談事
業

令和7年4月1日
ダイヤル・サービス株
式会社

東京都千代田区九段南
一丁目６番５号

79,200,000円

　当該業務は、令和5年度よりダイヤル・サービス株式会社に委
託している。本事業は、SNSを通じた虐待通告などに対応するも
のであり、事業の性質上、専門的知識を持って相談者に対し慎重
に助言・指導を行うことができる専門員の配置や児童相談所の連
携体制の確立が不可欠であることから、引き続き特命随意契約と
するもの。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども福祉
係

092-643-3256
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

こども福祉
課

福岡県児童虐待防止及び
里親制度に関する広報啓
発業務

令和7年6月2日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１丁
目４番２号

4,723,675円

　当該業務は、令和6年度より株式会社QTmediaに委託している。
本業務では、同社が提案・作成した広告素材を用いており、かつ
同社には昨年度の実施した広報結果（広告のアクセス数等）の
データの集積がある。今年度もこれらを活用することで、契約の
目的を継続的、効果的、効率的に達成することができるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

福岡県施設退所児童等自
立支援促進事業業務委託
契約

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
そだちの樹

福岡市中央区大名２丁
目６番３１号大名コーポ
ラス７０３

14,557,800円

　本事業の実施にあたっては、虐待等を受け心にトラウマや問題
を抱えた社会的養護経験者等を対象に自立支援や生活支援等
を行うことから、児童福祉に係る専門的な知識と豊富な経験等が
必要であることに加え、事業の性格上、秘匿性の高い個人情報を
取り扱うことから、非常に高い信頼性の確保が求められる。
　特定非営利活動法人そだちの樹は、これまで本事業を適正に
履行し、児童養護施設等の職員と連携して社会的養護経験者等
の自立支援計画の作成や計画に基づく支援を行えており、社会
的養護経験者等及び施設等職員との間に相当高い信頼性が構
築されているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会的養護
支援係

092-643-3547

こども福祉
課

福岡県こども意見表明支
援センター運営業務委託
契約

令和7年4月1日
NPO法人福岡県子ど
もアドボカシーセン
ター

北九州市小倉南区大字
徳力四丁目四番７-１２０
６号

29,233,000円

　令和５年度こどもの意見を聴取し、その意見の形成・表明を支
援する「意見表明等支援員」の養成を行う事業者の公募を行い、
唯一応募のあったNPO法人福岡県子どもアドボカシーセンターの
提案を審査の上、同法人に委託を行った。
　令和６年度から社会的養護に係るこどもの意見表明を支援する
「こども意見表明等支援制度」が導入され、県・児童相談所・委託
事業者が連携して、養成した支援員を児童相談所の一時保護
所、施設等に派遣し、こどもの意見の形成及び表明を支援すると
ともに、こどもの最善の利益を保証しつつ、こどもが表明した意見
に適切に対応できる体制を整備していくことから、非常に高い専
門性、信頼性が求められる。
　NPO法人福岡県子どもアドボカシーセンターは、これまで本事
業を適正に履行し、支援員の養成に加え、一時保護所や施設等
への支援員の派遣調整等の業務を行えており、これら業務を、
県・児童相談所・支援員と連携し、制度の修正・調整等にも対応し
ながら円滑に実施することができるのは、支援員及び児童相談所
との関係性を構築できており、かつ、制度にも習熟している同法
人のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

社会的養護
支援係

092-643-3547
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

福岡県地域生活支援事業 令和7年4月1日
福岡県障害者社会参
加推進センター

春日市原町３－１－７ 60,808,000円

　障がいのある人の社会参加を促進するため、平成10年度に都
道府県に障害者社会参加推進センターを設置することとされた。
本県においても同年度から身体・知的・精神の３障害に対応する
障がい者団体の中核組織として設置し、各障がい者団体と連携、
調整を図りながら、法で定められた障害者社会参加促進事業（現
在の地域生活支援事業）を委託し実施している。
　福岡県障害者社会参加推進センターは、事業の企画立案等に
あたり各障がい者団体と協議会を設置し、当事者団体の意見等
を参考に事業を実施しており、各障がい者団体と連携・協力しな
がら合意を形成し事業を実施できる団体は、県内には他に存在し
ないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

失語症者向け意思疎通支
援関連業務

令和7年4月1日
一般社団法人福岡県
言語聴覚士会

福岡市早良区百道浜３
丁目６－４０
福岡国際医療福祉大学
内

3,707,550.円

　当該事業は、失語症者の自立と社会参加を促進するため、失
語症者向け意思疎通支援者を養成し、派遣するものである。
　一般社団法人福岡県言語聴覚士会は、言語聴覚士の専門職
務の普及発展に関する事業等を行う団体であり、国の失語症者
向け意思疎通支援者指導者養成研修を実施する一般社団法人
日本言語聴覚士会協会の福岡県士会であり、失語症に係る各障
がい者団体と連携・協力しながら事業を実施できる団体は、県内
には他に存在しないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

福岡県強度行動障がい支
援人材育成事業委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人こぐま
福祉会

小郡市大板井1143-1 6,732,000.円

本事業は、県内の強度行動障がいのある方への支援を強化する
ことを目的として、施設の支援者等に対し、助言や指導、研修等
を行う事業であり、委託先は、各関係機関に対して、適切な助言
や指導等を行うための十分な知見・ノウハウ・実績が必要であ
る。また、強度行動障がいのある方への支援は困難ケースである
ことが多く、医療機関との連携も必要である。当該法人は十分な
知見・ノウハウ・実績を有しているうえ、診療所も運営しており医
療機関との連携が可能である唯一の法人であるため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい支援拠
点病院指定に伴う業務委
託契約

令和7年4月1日
国立大学法人九州大
学病院

福岡市西区元岡744 10,366,400円

本事業の実施にあたっては、専門的な医学的知見が求められる
が、この点、小児精神科的観点から、発達障がいについて専門的
診療を行っているのは、県内で九州大学病院（こどものこころの
診療部）のみであり、その特性から県内で唯一厚生労働省所管
の母子保健衛生費国庫補助金交付要綱に基づく「都道府県が行
う子どもの心の診療ネットワーク事業」の事業認定を受け、「発達
障がい支援拠点病院」として庫補助事業の採択を受けることがで
きる状況である。このため、九州大学病院に委託する以外、業務
が実施できないため。（地方自治法第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業委託契
約

令和7年4月1日
社会福祉法人北九州
市福祉事業団

北九州市八幡東区中央
2-1-1

25,899,100.円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、北
九州地域において、当該法人の他にないため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業委託契
約

令和7年4月1日
社会福祉法人こぐま
福祉会

小郡市大板井1143-1 25,802,012.円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、福
岡地域において、当該法人の他にないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業委託契
約

令和7年4月1日 社会福祉法人豊徳会 田川郡福智町伊方638 25,899,060.円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、筑
豊地域において、当該法人の他にないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業委託契
約

令和7年4月1日 社会福祉法人筑陽会
八女郡広川町大字一條
1357

25,899,100.円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、筑
後地域において、当該法人の他にないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がいに対す
る地域相談・支援機能強化
事業委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人北九州
市福祉事業団

北九州市八幡東区中央
2-1-1

5,905,000.円

本事業は、地域における発達障がいのある方への相談・支援機
能を強化することを目的として、発達障がい者地域支援マネ
ジャーが各関係機関に対して、助言や指導等を行う事業である
が、委託先は、各関係機関に対して、適切な助言や指導等を行う
ための十分な知見・ノウハウ・実績が必要であるが、このような法
人は、筑後地域において、当該法人の他にないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がいに対す
る地域相談・支援機能強化
事業委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人こぐま
福祉会

小郡市大板井1143-1 5,904,699.円

本事業は、地域における発達障がいのある方への相談・支援機
能を強化することを目的として、発達障がい者地域支援マネ
ジャーが各関係機関に対して、助言や指導等を行う事業である
が、委託先は、各関係機関に対して、適切な助言や指導等を行う
ための十分な知見・ノウハウ・実績が必要であるが、このような法
人は、筑後地域において、当該法人の他にないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263
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障がい福祉
課

福岡県発達障がいに対す
る地域相談・支援機能強化
事業委託契約

令和7年4月1日 社会福祉法人豊徳会 田川郡福智町伊方638 5,903,040.円

本事業は、地域における発達障がいのある方への相談・支援機
能を強化することを目的として、発達障がい者地域支援マネ
ジャーが各関係機関に対して、助言や指導等を行う事業である
が、委託先は、各関係機関に対して、適切な助言や指導等を行う
ための十分な知見・ノウハウ・実績が必要であるが、このような法
人は、筑後地域において、当該法人の他にないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がいに対す
る地域相談・支援機能強化
事業委託契約

令和7年4月1日 社会福祉法人筑陽会
八女郡広川町大字一條
1357

5,904,921.円

本事業は、地域における発達障がいのある方への相談・支援機
能を強化することを目的として、発達障がい者地域支援マネ
ジャーが各関係機関に対して、助言や指導等を行う事業である
が、委託先は、各関係機関に対して、適切な助言や指導等を行う
ための十分な知見・ノウハウ・実績が必要であるが、このような法
人は、筑後地域において、当該法人の他にないため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

身体障害者手帳発行シス
テム保守管理業務委託契
約

令和7年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター福岡支社

福岡市博多区店屋町1-
35

739,200.円

本システムの保守運用に当たっては、システム全体の構造や機
能に精通している必要があり、円滑な業務遂行やコスト削減等の
観点から、他の事業者がこれらの業務を行うことは技術的に困難
であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

療育手帳発行システム保
守管理業務委託契約

令和7年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター福岡支社

福岡市博多区店屋町1-
35

970,200円

本システムの保守運用に当たっては、システム全体の構造や機
能に精通している必要があり、円滑な業務遂行やコスト削減等の
観点から、他の事業者がこれらの業務を行うことは技術的に困難
であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日
社会福祉法人日本厚
生学園

大牟田市大字今山755

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日
社会福祉法人上横山
福祉会

八女市馬場6-1

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日
社会福祉法人こぐま
福祉会

小郡市大板井1143-1

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263
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障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日 社会福祉法人和光会 飯塚市有安959-4

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日 社会福祉法人玄洋会 福津市奴山616

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日
社会福祉法人鞍手ゆ
たか福祉会

鞍手郡鞍手町大字新延
字七反浮州289-2

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日
社会福祉法人宰府福
祉会

太宰府市大字大佐野
761-1

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日 社会福祉法人恵光園 豊前市大字荒堀37-12

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日 社会福祉法人豊徳会 田川郡福智町伊方638

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263
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障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日
社会福祉法人野の花
学園

福岡市中央区天神2-
13-17

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業 令和7年4月1日
社会福祉法人のぞみ
の里

糸島市志摩馬場1079-1

①7,440円/件
②2,910円/件

③22,910円/件
④18,790円/件
⑤2,910円/件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから、引
き続き同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を行うこ
とができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

発達障がい児等療育支援
事業

令和7年4月1日 医療法人山水会 福岡市東区香椎1-9-15
①7,260円/件
②2,810円/件

③22,310円/件

本事業は、医療機関の持つ医学的知見から療育支援を実施する
ため、県南部１か所、県北部２か所の医療法人に委託している。
本事業の実施にあたっては、障がい児（者）に対する療育等の高
い知識と技術が必要となること、継続的で一貫した支援が障がい
症状の緩和改善と社会生活適応力の向上をもたらすことから、引
き続き本事業を同法人に委託することで一貫性を持った支援を行
うことができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

発達障がい児等療育支援
事業

令和7年4月1日 医療法人社団翠会 行橋市北泉3-11-1
①7,260円/件
②2,810円/件

③22,310円/件

本事業は、医療機関の持つ医学的知見から療育支援を実施する
ため、県南部１か所、県北部２か所の医療法人に委託している。
本事業の実施にあたっては、障がい児（者）に対する療育等の高
い知識と技術が必要となること、継続的で一貫した支援が障がい
症状の緩和改善と社会生活適応力の向上をもたらすことから、引
き続き本事業を同法人に委託することで一貫性を持った支援を行
うことができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

発達障がい児等療育支援
事業

令和7年4月1日 医療法人聖ルチア会 久留米市津福本町1012
①7,260円/件
②2,810円/件

③22,310円/件

本事業は、医療機関の持つ医学的知見から療育支援を実施する
ため、県南部１か所、県北部２か所の医療法人に委託している。
本事業の実施にあたっては、障がい児（者）に対する療育等の高
い知識と技術が必要となること、継続的で一貫した支援が障がい
症状の緩和改善と社会生活適応力の向上をもたらすことから、引
き続き本事業を同法人に委託することで一貫性を持った支援を行
うことができるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
研修事業委託契約

令和7年5月1日
公益社団法人福岡県
医師会

福岡市博多区博多駅南
2-9-30

2,612,500円

本事業の実施にあたっては、専門的な医学的知見が必要なうえ、
支援に多職種の医療従事者がかかわり、研修内容の向上及び
普及のため医療機関との連携体制の構築、意見調整を進める必
要があることから、日本医師会及び郡市医師会と連携し、地域の
医療機関に支援及び助言を行っている福岡県医師会に委託する
以外、事業実施は困難であるため。（地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
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（税込み）
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特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

発達障害者及びその家族
の集う場づくり事業

令和7年4月1日
NPO法人発達障がい
者就労支援ゆあしっ
ぷ

春日市須玖南5-63-201 947,800円

本事業は、成人期の発達障がいのある人及びその保護者を対象
に互いの悩みを語り合い、情報交換のできる交流活動の場を提
供することで、発達障がいのある人及びその家族の福祉の向上
を図ることを目的としている。事業実施にあたっては、交流活動の
場の提供だけではなく、悩みの解決に向けての助言等が必要で
あることから、発達障がいのある人等の就労や自立支援を行って
いる当法人は、当事者や保護者に寄り添った形で悩み事への的
確な助言等を行うことができるため。（地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター（福岡地域）サテラ
イトオフィス運営事業委託
契約

令和7年4月1日
社会福祉法人
福岡県厚生事業団

古賀市千鳥3-1-1 12,283,150円

本事業は、「福岡県発達障がい者支援センター」による来所相談
では対応が難しい思春期の発達障がい児に対する訪問相談支
援及び来所相談支援を実施するもの。委託先が運営する「福岡
県障がい者リハビリテーションセンター」では、発達障がい者支援
について十分なノウハウを有しており、センターの医師の指示に
基づいた訪問相談支援を実施することが可能であること、一般的
な発達障がい相談窓口としての機能も十分に果たすことができる
など、障がいのある方に対する相談・指導等に関する高い専門知
識・技術を有しているため。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

自立支援係 092-643-3263

障がい福祉
課

「ふくおかバリアフリーマッ
プ」ホームページ運営保守
業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１丁
目４番２号

1,989,130.円

　本サイトは、障がいのある人等の社会参加の促進を目的とし
て、バリアフリー設備の整った施設の情報を検索・発信できる機
能を持つ。システム構築、運営・管理等の専門性が求められるこ
とから、平成30年度に企画提案公募を実施し、株式会社コアラ
（現 株式会社QTmedia）に構築等を委託した。
　本サイトのシステムは株式会社QTmediaの自主システムであり
著作権を有しているため、問題の発生に対応でき、システムのカ
スタマイズや改善、拡張について対応が可能な唯一の業者となる
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和７年度障がい児施設
給付費受給者管理システ
ム保守管理業務

令和7年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター福岡支社

福岡市博多区店屋町1
番35号

415,800.円

本システムの保守運用に当たっては、システム全体の構造や機
能に精通している必要があり、円滑な業務遂行やコスト削減等の
観点から、他の事業者がこれらの業務を行うことは技術的に困難
であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

企画管理・
給付係

092-643-326２

障がい福祉
課

令和７年度福岡県窓口に
おける手話を使用しやすい
環境整備事業委託契約

令和7年4月1日
株式会社プラスヴォイ
ス

宮城県仙台市青葉区国
分町１丁目８－１４仙台
協立第２ビル８階

2,498,760.円

本業務は、聴覚障がいのある人等が県庁等の窓口に来庁された
場合に、QRコードを活用した遠隔手話通訳を行うもの。実施に当
たっては、①情報通信技術委員会が制定したシステム・仕様に
則ったシステムの利用、②手話通訳者を配置したコールセンター
の設置が必要。①②の要件を満たすのは株式会社プラスヴォイ
スのみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

社会参加係 092-643-3264
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

令和７年度福岡県肢体不
自由児療育キャンプ事業
委託契約の締結

令和7年4月1日
公益財団法人福岡県
肢体不自由児協会

春日市原町３丁目１番地
７

1,413,704.円

本事業の活動やその企画に際して看護師や医師など専門職員に
よる指導助言が必要となるところ、当法人は、別途、肢体不自由
児を対象とした機能訓練と家族に対する訓練指導事業を実施し
ており、本事業の委託先として適当と認められる。また、肢体不自
由児のキャンプでは食事やレクリエーション、海水浴など活動の
全般において、常時、大人数のスタッフによる参加者の姿勢保持
や活動支援が必要であるところ、当団体は長年の事業実施によ
る協力団体との緊密な連携により、必要なスタッフを確保すること
ができる。このような専門性と体制を有する団体は、県内に当法
人と公益財団法人福岡県重症心身障害児(者)を守る会の２団体
しかないが、後者の団体から、コロナ禍を経て感染対策等を実施
しつつ本事業を受託することは困難との申し出があったため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和７年度福岡県在宅心
身障がい児療育訓練事業

令和7年4月1日
社会福祉法人夜須高
原福祉村

朝倉郡筑前町三箇山字
北ヶ谷５０８

4,825,601.円

社会福祉法人夜須高原福祉村が朝倉郡筑前町で運営する「やす
らぎ荘」は、俳優の故森繁久彌氏が中心となって昭和４７年に設
置した施設であり、在宅の脳性まひなどの子供たちとその家族に
対する、宿泊・通所による療育訓練を行う西日本唯一の専門施設
である。このため、「やすらぎ荘」には、県内はもとより九州各県や
広島県、大阪府などからも多くの利用者が訪れている。また、脳
性まひの療育訓練は、専門的な技術や知識を持つ医師・トレー
ナーが行う必要がある。一時的な宿泊・通所訓練であれば、他の
事業者等においても実施は可能であるが、年間を通して、多くの
障がいのある児童に対する継続的な訓練に対応できる施設は、
県内には他に存在しないため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和７年度福岡県在宅重
症心身障がい児（者）療育
キャンプ事業委託契約

令和7年4月1日
公益財団法人福岡県
在宅重症心身障がい
児（者）を守る会

春日市原町３丁目１番地
７

1,140,700円

本事業については、在宅の心身障がい児（者）の各種相談に応
じ、専門職員による指導、医師による療育指導助言及びカウンセ
ラーによる生活指導を行う必要がある。当団体は在宅の心身障
がい児（者）の各種相談に応じ、専門職員による指導、医師によ
る療育指導助言及びカウンセラーによる生活指導を行っており、
本事業の委託先として適当と認められる。また、重症心身障がい
児（者）は障がいの程度でも最重度で、対応に専門的知識が必要
とされ、在宅の重症心身障がい児（者）を対象としたキャンプ事業
は当団体以外行っていないため。（地方自治法施行令第167条の
第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和７年度動物介在療法
による重複障がい児・発達
障がい児等の社会生活適
応力養成事業委託契約

令和7年4月1日 福岡県馬術連盟 古賀市筵内５６４ 2,800,000円

当該事業は、県有施設である福岡県馬術競技場で飼育している
県所有馬を活用するものであり、また、関係団体及び各課と連
携・調整を図りながら各障がいに対応した事業を実施できる他の
団体が県内に存在しないため。①県体育スポーツ健康課から県
有馬の飼育・調教・管理業務（於福岡県馬術競技場）を受託して
いる団体であり県有馬の扱いに慣れている。②２２の加盟団体を
有しており、事業実施に必要な人材確保が可能である。③独自事
業として、特別支援学校の児童を対象とした乗馬体験等の実績
があり、障がい特性に応じた事業の実施が可能である。（地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（北九州地区）

令和7年4月1日
福岡県北九州地区聴
覚障がい児・家族支
援事業実行委員会

北九州市小倉北区三郎
丸２丁目９－１

2,421,340円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。本実行委員会は北九州地区の各分野の関
係者を構成員とする委員会であり、北九州地区において各分野
での課題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うこと
ができる団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264
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障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（福岡地区）

令和7年4月1日
福岡県福岡地区聴覚
障がい児・家族支援
事業実行委員会

福岡市早良区荒江３丁
目２－１

1,663,035円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。本実行委員会は北九州地区の各分野の関
係者を構成員とする委員会であり、福岡地区において各分野で
の課題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うことが
できる団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（筑後地区）

令和7年4月19日
福岡県筑後地区聴覚
障がい児・家族支援
事業実行委員会

久留米市高良内町２９３
５

1,497,188.円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。本実行委員会は北九州地区の各分野の関
係者を構成員とする委員会であり、筑後地区において各分野で
の課題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うことが
できる団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（筑豊地区）

令和7年5月1日
福岡県筑豊地区聴覚
障がい児・家族支援
事業実行委員会

直方市下境４１０－２ 1,500,840.円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。本実行委員会は北九州地区の各分野の関
係者を構成員とする委員会であり、筑豊地区において各分野で
の課題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うことが
できる団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和７年度県立児童福祉
施設の管理運営業務

令和7年4月1日
公益財団法人福岡県
児童福祉協会

福岡市早良区飯倉5-
15-1

46,957,900.円

　県立児童福祉施設新開学園・生明学園については、盲児・ろう
あ児入所施設であるため、盲児・ろうあ児に関する専門性や経
験、知識を有し、盲ろうあ児施設を運営できる能力を有することが
求められる。
　本法人は、児童福祉の増進に寄与するため児童福祉事業を行
うことを目的として昭和２４年に発足し、昭和２６年に財団法人の
認可を受けた団体であり、その主な事業として児童福祉施設の経
営を行っている。
　県では、昭和２５年当時から、盲児・ろうあ児施設の管理運営を
本法人に委託しており、本法人以外の者による盲児・ろうあ児入
所施設の経営は行われていない。福祉型障がい児入所施設自体
は、新開・生明学園以外に県内に８施設存在するが、いずれも療
育方法等が全く異なる知的障がいを主たる対象としている施設で
あり、盲児・ろうあ児に関するノウハウを有していないため。（地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

企画管理・
給付係

092-643-3262

障がい福祉
課

障害者総合支援法指定事
業所管理システム利用契
約

令和7年4月1日
ニッセイ情報テクノロ
ジー株式会社

東京都大田区蒲田5丁
目37番1号

1,254,000円
当該システムは、委託先事業者の独自パッケージであり、他の会
社では保守・管理を行えないため。（地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号該当）

指定係 092-643-3312

障がい福祉
課

令和７年度福岡県障がい
者虐待防止・権利擁護指
導者養成研修業務委託契
約

令和7年5月28日
公益社団法人福岡県
社会福祉士会

福岡市博多区博多駅前
３－９－１２
アイビーコートⅢビル５F

1,354,700

本業務は、障がい福祉分野における虐待防止について専門的知
識及び技術を持ち、類似の研修においても履行実績のある公益
社団法人福岡県社会福祉士会でなければ、効果的・効率的に遂
行することができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

障がい福祉
サービス指
導室指導係

092-643-3838
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（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

保護・援護
課

福岡県生活困窮者就労準
備支援事業等に係る業務
委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人グリー
ンコープ

福岡市博多区博多駅前
１丁目５－１

71,366,900円

　本事業は、生活困窮者及び被保護者のうち就労以前の課題を
抱えている者に対し、その状態に応じて個別の支援プログラムを
作成し支援を行う必要があり、本事業の目的を達成するために
は、事業の理解や支援に必要な知識・技術が不可欠である。
　当該事業者は令和５年度事業に企画提案公募（プロポーザル
方式）で選定された事業者であり、生活困窮者や被保護者に対す
る理解や支援実績、本事業に必要なノウハウを有していることか
ら、本業務を適切に実施できる能力を兼ね備えている。よって、当
該業者を選定した。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

生活困窮者
自立支援係

092-643-3315

保護・援護
課

生活保護受給者の年金受
給資格調査支援事業

令和7年4月1日
福岡県社会保険労務
士会

福岡市博多区博多駅東
２丁目５－２８

32,934,000円

本事業は、生活保護受給者という特殊な背景を持つ者の年金受
給資格調査及び年金申請の支援等を行うものである。当事業の
調査を行うにあたっては、ケースワーカーと同行し就労歴等や年
金の加入期間・納付期間の状況を聴取し、年金加入記録の確認
を行うほか、年金等の裁定請求の支援を行うといった生活保護受
給者との接触が多く、　非常に専門性の高い業務であるため、委
託先は単に年金制度の知識に長けている者を確保しているだけ
でなく、併せて生活保護制度及び生活保護受給者に係る理解が
なくては実施が困難である。
本事業は上記のとおり特殊性があり、非常に専門性の高い業務
であることから、　競争入札には適さないため、令和５年度に企画
提案公募により受託業者を選定し、　地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号による随意契約を行った。

保護指導係 092-643-3296

保護・援護
課

令和７年度援護システムに
係る運用支援業務

令和7年4月1日 株式会社　セック
東京都世田谷区用賀４
丁目１０-１

1,188,000円

援護システムは、都道府県、厚生労働省及び財務省が連携して
行う業務をシステム化したものであり、厚生労働省において一般
競争入札で決定した株式会社セックと契約するよう契約締結依頼
があっていることから、株式会社セックを選定したもの。
(地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当)

援護恩給係 092-643-3301

保護・援護
課

福岡県中国帰国者生活相
談・ふれ愛電話（訪問を含
む）事業業務委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会

春日市原町3丁目1番1
号

2,335,795円

当該事業を実施するにあたっては、中国帰国者の置かれている
状況を十分に理解し、帰国者からの信頼を得ていること、中国語
ができる相談員が確保できることが必要である。当該団体は、交
流事業をはじめ、中国帰国者の通訳支援、生活相談などを長年
行っており、帰国者からの信頼も厚く、当該事業の確実かつ円滑
な運営が期待できるのは、県内に当該団体のみであるため、選
定したもの。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

援護恩給係 092-643-3301
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

保護・援護
課

福岡県自立相談支援事業
業務委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人グリー
ンコープ

福岡市博多区博多駅前
１丁目５－１

105,501,000円

　本事業は、包括的かつ継続的な相談支援及び生活困窮者支援
を通じた地域づくりを行う必要があり、本事業の理解及び高度な
ノウハウの有無が事業実施に大きく影響する。加えて事業の目的
を達成できる能力も必要不可欠である。
　当該事業者は令和５年度事業に企画提案公募（プロポーザル
方式）で選定された事業者で、自立相談支援に関する技術、経験
が豊富であり、また、相談者との信頼関係も構築していることか
ら、本業務を適切に実施できる能力を兼ね備えている。よって、当
該業者を選定した。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

生活困窮者
自立支援係

092-643-3315

保護・援護
課

福岡県家計改善支援事業
委託契約

令和7年4月1日
社会福祉法人グリー
ンコープ

福岡市博多区博多駅前
１丁目５－１

43,857,920.円

本事業の実施にあたっては、包括的かつ継続的な相談支援及び
生活困窮者支援を通じた地域づくりを行う必要がある。このことか
ら、生活困窮者自立支援制度の理解及び高度なノウハウが事業
実施に大きく影響するとともに、事業の目的を達成する能力も必
要となる。当該事業者は、令和５年度事業に企画提案公募（プロ
ポーザル方式）で選定した業者であり、生活困窮者自立支援制度
における各種支援業務の実績もあることから、本業務を適切に実
施できる能力を兼ね備えている。よって、当該業者を選定した。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

生活困窮者
自立支援係

092-643-3315

保護・援護
課

適正受診指導事業業務委
託契約

令和7年4月1日
公益社団法人福岡県
薬剤師会

福岡市博多区住吉2丁
目20番15号

5,961,000円

　本事業の実施にあたっては、電子レセプトをチェックしたうえで
重複処方（重複受診）であるかどうかの判断や不適切ケースに対
する病院への調査、生活保護受給者に対してケースワーカーが
個別に指導を行う際の医学的・薬学的な助言が必要になる。この
ような専門的知識を要求される業務に対応できる団体は公益社
団法人福岡県薬剤師会以外にはなく、競争入札には適さないた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保護医療係 092-643-3295

保護・援護
課

生活保護システム運用管
理委託業務

令和7年4月1日
富士通Japan株式会
社九州北部公共ビジ
ネス部

福岡市博多区東比恵１
丁目５－１３

13,970,000.円

本システムは、本県が所管する生活保護受給者への各種支給
業務と密接に関わっており、その安定的な運用のためには、現在
までに蓄積してきた本システムへの理解、技術力や知見が必要
であること、及び万が一の障害発生に際して迅速なシステム復旧
などの対応を行うには、本システムの運用の経験・実績が必要と
されることから、当該事業者以外が本業務を実施することができ
ないため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

保護医療係 092-643-3295
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

保護・援護
課

生活保護等版レセプト管理
クラウドサービスの利用に
関する契約

令和7年4月1日
富士通Ｊａｐａｎ株式会
社九州北部公共ビジ
ネス部

福岡市博多区東比恵１
－５－１３

8,015,040.円

生活保護等版レセプト管理システム（以下「システム」という。）
は、医療扶助事務の効率化等を目的として、平成２３年度に厚生
労働省が富士通Ｊａｐａｎ株式会社と契約し開発したシステムであ
る。そのため、本県を含む全国の自治体（都道府県、市、福祉事
務所を設置する町村）が、平成２３年度から一斉に同社のシステ
ムを導入していることから、他業者の参入する余地がないため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

保護医療係 092-643-3295

保護・援護
課

長期入院被保護者社会復
帰コーディネイト・アドバイ
ザー業務委託契約

令和7年4月1日
公益社団法人　福岡
県社会福祉士会

福岡市博多区博多駅前
3-9-12　アイビーコート
Ⅲビル５F

27,909,200円

本事業は、ケースワーカーに対し技術的支援を行うため当該支援
に従事するコーディネイト・アドバイザーを各福祉事務所に配置す
る必要があり、それに対応できるのは、福岡県内では（公社）福岡
県社会福祉士会のみであるため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

保護医療係 092-643-3295

保護・援護
課

生活保護受給者健康管理
支援事業及び頻回受診適
正指導強化事業委託契約

令和7年4月1日
株式会社コミュニティ
ヘルスラボ

福岡市博多区博多駅１
丁目７－２２　第１４岡部
ビル１０階

19,822,000円

　当事業は、生活保護受給者の健康管理等や生活習慣病の重
症化予防が必要な者や診療日数が過度に多い者については適
切な受診日数を把握した上で必要な受診指導や保健指導を行う
ものであり、高い専門性を要する。該当業者は、保健師・看護師
等の専門資格を有する者を各県保健福祉(環境)事務所に派遣す
ることが可能であり、かつ、事業の企画及び運営について高度な
ノウハウを持ち、適切な事業実施を確保できるため、選定したも
の。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保護医療係 092-643-3295

保護・援護
課

福岡県地域生活定着支援
センター事業委託契約

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
抱樸

北九州市八幡東区荒生
田2丁目1-32

46,490,000.円

　本事業は、矯正施設退所予定者等という特殊な背景を持つ者
の社会復帰に向けた支援を行うことから、支援対象者との信頼関
係の構築が不可欠である。委託予定事業者は、長年このような支
援対象者に対する支援をしておりそのノウハウを兼ね備えている
ほか、支援対象者との信頼関係も築いており、今後も委託予定事
業者が継続して支援を行ったほうが、当該事業が効果的・継続的
に実施できる。
　当該事業者は、令和６年度に企画提案公募（プロポーザル方
式）で選定した業者であり、この間良好に事業を実施しており、支
援件数も全国でも上位に位置している。また、これまでの事業実
績により他県からの相談や、各施設・公的機関からの信頼も得て
いることから、本業務を適切に実施できる能力を兼ね備えてい
る。よって、当該業者を選定した。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

生活困窮者
自立支援係

092-643-3294

労働局労働
政策課

福岡県両立支援ポータル
サイト運用保守等実施業
務

令和7年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１丁
目４－２　エルガーラオ
フィス棟５階

2,714,800円

ホームページの安定運用や障害発生時における対応を迅速かつ
的確に実施することができるのは、本ホームページを開発した当
該業者のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）

雇用環境係 092-643-3592
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

労働局労働
政策課

働き方改革推進事業ポー
タルサイト運用保守等業務

令和7年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１丁
目４－２　エルガーラオ
フィス棟５階

979,660円

ホームページの安定運用や障害発生時における対応を迅速かつ
的確に実施することができるのは、本ホームページを開発した当
該業者のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）

雇用環境係 092-643-3592

労働局労働
政策課

育児中の柔軟な働き方導
入専門家派遣実施業務

令和7年4月1日
公益財団法人福岡県
中小企業振興セン
ター

福岡市博多区吉塚本町
9番15号

8,978,938円

福岡県随意契約取扱要綱第３条第２項の規定に基づく随意契約
審査会の対象外（総務部長通知１（３）「随意契約審査会により
「問題が見当たらない」（意見付与したものを除く）と審査され締結
した契約について、継続して同じ相手と契約する場合」に該当。令
和６年度予算執行分において随意契約審査会の審査済み（「審
査した結果、問題は見当たりません。」と、審査結果あり）。

雇用環境係 092-643-3592

労働局労働
政策課

九州・山口連携ワーク・ライ
フバランス推進システム保
守運用業務

令和7年4月1日 株式会社九州博報堂
福岡市中央区天神１丁
目４－１　西日本新聞会
館１４階

108,900円

閉鎖済みウェブサイトのドメイン保持において、令和６年度まで
ウェブサイトの運用保守を実施した当該業者以外が受託した場
合、ドメインの移管料が追加で発生する恐れがあるため。（地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

雇用環境係 092-643-3592

労働局労働
政策課

中小企業雇用環境改善支
援センター

令和7年4月1日
公益財団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神１－４
－２　エルガーラ１１階

18,796,800円

福岡県随意契約取扱要綱第３条第２項の規定に基づく随意契約
審査会の対象外（総務部長通知１（３）「随意契約審査会により
「問題が見当たらない」（意見付与したものを除く）と審査され締結
した契約について、継続して同じ相手と契約する場合」に該当。令
和６年度予算執行分において随意契約審査会の審査済み（「審
査した結果、問題は見当たりません。」と、審査結果あり）。

雇用環境係 092-643-3592

労働局労働
政策課

中小企業雇用環境改善支
援センター事業ホームペー
ジ運営・管理業務

令和7年4月1日 株式会社BCC
福岡市中央区六本松２
丁目１２番１９号

2,013,000円

ホームページの安定運用や障害発生時における対応を迅速かつ
的確に実施することができるのは、本ホームページを開発した当
該業者のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）

雇用環境係 092-643-3592

労働局労働
政策課

情報番組及び動画作成に
よる男性の育児休業取得
促進の先進的な取組紹介
事業の業務委託

令和7年4月1日 株式会社三広
福岡市中央区天神4-6-
3

16,758,500円

本事業は、令和５年度事業において企画提案型契約方式で選定
した事業者であり、令和５年度及び令和６年度の事業を確実に履
行したところである。さらに事業開始時から大きな情勢や業務の
大部分の変化がなく、本事業の理解度や高い企業取材ノウハウ
が活かせること、番組や動画をシリーズ化することで既存の出演
企業の取組と併せて効果的に展開できることから、本業務を円滑
かつ効果的に実施できる事業者は他にいないため。（地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号該当）

雇用環境係 092-643-3592

24 / 31 ページ
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特命随意契約公表一覧表

就業支援課
女性デジタル人材育成・就
業支援事業業務委託契約

令和7年4月16日
ふくおかでじたる女子
コンソーシアム

福岡市博多区千代1-
20-31　福岡県千代合同
庁舎6階オフィス4

11,550,000円

　本事業者は、令和５年３月に実施した、本事業の企画提案公募
の結果選定された事業者であり、令和６年度の事業を確実に履
行しており令和７年度も同様の履行が見込まれること、業務の根
幹が令和６年度と同一であること、継続して令和７年度の事業を
実施することで、令和６年度実績を受けた改善が図られるととも
に、令和６年度の受講者への支援を継続させることにより、効率
的な実施に資すると考えられることから、本事業者に委託するも
の。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課
令和７年度福岡県生涯現
役チャレンジセンター事業
業務委託契約

令和7年4月1日
公益社団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神１－４
－２　エルガーラ１１階

56,778,700円

　　本業務は、県が設置する福岡県生涯現役チャレンジセンター
事業全体の事業進捗管理、７０歳以上まで働ける企業の開拓、各
種セミナーの開催による意識改革を行うものであり、実施にあ
たっては、ハローワークや市町村、経済団体と連携を図りながら、
効率的かつ総合的に実施していくことが必要である。
　本協会は、中小企業を始めとする産業界に必要な労働者の確
保及び勤労意欲のある方への就労支援を目的として地元経済界
が中心となって設立した組織で、これまで幅広い年代層の就職支
援を行っており、幅広い実績とノウハウを有し、会員企業や、ハ
ローワーク等就業支援機関とのネットワークを持っており、業務を
適切に実施できる能力を兼ね備えているため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課

福岡県生涯現役チャレンジ
センターマッチング支援シ
ステム及びホームページ運
用保守業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１丁
目４番２号

988,900円

　当該システム及びサーバの運用保守等については、構築した
内部の仕様に精通しなければならず、円滑な業務遂行やコストの
削減等の観点から他の事業者がこれらの業務を行うことは技術
的に困難であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課

令和７年度福岡県生涯現
役チャレンジセンター事業
（就業・社会参加支援事
業）業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社ACR
福岡市中央区渡辺通４
－１０－１０　紙与天神ビ
ル２階

68,157,100円

　当該事業者は、令和６年度本契約において企画提案方式により
選定された者であり、令和６年度において業務を誠実かつ確実に
履行した実績を持つことから、本年度においても業務を適切に遂
行できると見込まれる。
また、令和７年度の本契約の業務内容は、業務の大部分におい
て令和６年度と同じである。
　以上のことから、本契約の目的を効果的・効率的に実施できる
と見込まれるため、引き続き令和７年度事業を委託するもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課
福岡県ママと女性の就業
支援センター事業業務委
託契約

令和7年4月1日
マンパワーグループ
株式会社

東京都港区芝浦3丁目1
番1号　田町ステーション
タワーN 30階

59,191,000円

　当事業者は、令和６年３月に実施した、本事業の企画提案公募
の結果選定された事業者であり、令和６年度から事業を受託して
おり、求人受理数や就職率等、着実に実績を伸ばしている。
　令和６年度に本事業を通じて就職した者等に対するフォローを
行う必要があり、それを行うことができるのは現受託者であるこ
と。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号
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就業支援課
福岡県ママと女性の就業
支援センターホームページ
運用保守業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社BCC
福岡市中央区六本松２
丁目１２番１９号

3,443,000円

　本サイトは、当該業者が令和2年度に開発し、広く県民に公開し
ているもので、求職者の氏名、住所、連絡先、職務経験等の個人
情報を取り扱っていることなども踏まえ、適正かつ確実な運営が
求められる。
当該業者以外が運用保守業務を引継いだ場合、ホームページの
システムを一から分析把握する必要があり、運用までに相当な日
数と人件費（経費）がかかるため、予算内での迅速な事業実施は
困難である。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課
福岡県ママと女性の就業
支援センターＳＮＳ相談窓
口運用業務委託契約

令和7年4月1日
エースチャイルド株式
会社

東京都港区東新橋１－５
－２

2,552,000円

　本相談窓口は、当該業者が令和５年度に開発し、広く県民に公
開しているもので、求職者の氏名等の個人情報を取り扱っている
ことなども踏まえ、適正かつ確実な運営が求められる。
仮に、当該業者以外が運用保守業務を引継いだ場合、システム
を一から分析把握する必要があり、運用までに相当な日数と人件
費（経費）がかかるため、予算内での迅速な事業実施は困難であ
る。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課

令和７年度福岡県中高年
就職支援センター事業総
括・コーディネート等業務委
託契約

令和7年4月1日
公益社団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神１－４
－２　エルガーラ１１階

13,058,100円

　本業務は県と国が共同で設置する福岡県中高年就職支援セン
ター事業全体の事業進捗管理、個別就職相談等業務受託者と労
働局・ハローワークとの連絡調整、市町村等へのセンター事業広
報等であり、実施にあたっては、企業や関係行政機関と円滑に連
携・協力ができるネットワークを有していることことが必要である。
　本協会は、中小企業を始めとする産業界に必要な労働者の確
保及び勤労意欲のある方への就労支援を目的として地元経済界
が中心となって設立した組織で、これまで幅広い年代層の就職支
援を行っており、幅広い実績とノウハウを有し、会員企業や、ハ
ローワーク等就業支援機関とのネットワークを持っており、業務を
適切に実施できる能力を兼ね備えているため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課

令和７年度福岡県中高年
就職支援センター事業個
別就職相談等業務委託契
約

令和7年4月1日
株式会社アソウ・
ヒューマニーセンター

福岡市中央区天神2‐8‐
41　福岡朝日会館14階

32,725,500円

　当該事業者は、令和５年度本契約において企画提案方式により
選定された者であり、令和６年度において業務を誠実かつ確実に
履行した実績を持つことから、本年度においても業務を適切に遂
行できると見込まれる。
　また、令和７年度の本契約の業務内容は、業務の大部分にお
いて令和６年度と同じである。
　以上のことから、本契約の目的を効果的・効率的に実施できる
と見込まれるため、引き続き令和７年度事業を委託するもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

女性・高齢
者支援係

092-643-3586

就業支援課
令和７年度福岡県若者就
職支援センター事業個別
就職相談等業務委託契約

令和7年4月1日 株式会社ACR

福岡市中央区渡辺通４
－１０－１０　紙与天神ビ
ル２階

67,943,480円

　当事業は、若者の早期就職のため個別就職相談やセミナー、
職業紹介等を実施するものであり、職務経歴の少ない若者の就
職支援に関する技術や経験が必要な事業である。
　当該事業者は、令和6年度に企画提案公募（プロポーザル方
式）で選定された事業者であり、就職支援業務の実績もあるほ
か、支援対象者との信頼関係を築いており、本業務を適切に実施
できる能力を兼ね備えているため当該事業者と契約するもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

就業支援課

令和７年度福岡県若者就
職支援センター事業総括・
コーディネート等業務委託
契約

令和7年4月1日
公益社団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神1丁
目4番2号　エルガーラ11
階

68,179,100円

　本事業を的確に運営するためには、地域の経済・雇用情勢、雇
用・人材育成等の施策に関する専門的知見及び企業や関係行政
機関と円滑に連携・協力ができるネットワークを有し、かつ、本県
をはじめ国などの行政機関、県内経済団体等と連携して、各種雇
用施策を展開できることが必要であり、これらを実施可能な団体
は本協会のみであるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594

就業支援課

令和７年度福岡県若者就
職支援センター事業ホーム
ページ運営・管理業務委託
契約

令和7年4月1日
株式会社ヒューマン・
クリエイト

北九州市小倉北区室町
2-10-4

3,586,000円

　本業務は若者就職支援センターのホームページ及びセンター利
用者のデータベースの管理・運用を行う業務であり、本システムを
構築した当該業者でなければ、本システムの全体の構造や機能
について精通しておらず、システムの安定運用や障害発生時に
おける対応を迅速かつ的確に実施することができないため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594

就業支援課

令和７年度若者自立支援
事業（北九州若者サポート
ステーション及び筑豊若者
サポートステーション事業）
業務委託契約

令和7年4月1日
一般社団法人オーガ
ニックパパユニティ

筑紫野市大字永岡182
番地2

17,911,809円

　本事業は、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、学
校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、長期間にわたって
職に就かず悩んでいる方への職業的自立に向けた支援を国と連
携して実施するものである。
　国と県の役割については、同法第２３条において、国は「施設の
整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」
とされ、同法第２４条において、地方公共団体は「前条の国の措
置と相まって、地域の実情に応じ」「必要な措置を講ずるように努
めなければならない」とされており、国は相談支援窓口の設置や
若者のキャリア形成支援といった若者サポートステーションの基
本的な事項を行い、県は心理相談等の支援を行うものであり、窓
口の設置やキャリア形成支援といった基本的な事項を受託した同
団体に委託することが効果的・効率的であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594

就業支援課

令和７年度若者自立支援
事業（福岡若者サポートス
テーション及び筑後若者サ
ポートステーション事業）業
務委託契約

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
ＪＡＣＦＡ

福岡市東区箱崎5丁目
11番7-306号

23,020,764円

　本事業は、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、学
校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、長期間にわたって
職に就かず悩んでいる方への職業的自立に向けた支援を国と連
携して実施するものである。
　国と県の役割については、同法第２３条において、国は「施設の
整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」
とされ、同法第２４条において、地方公共団体は「前条の国の措
置と相まって、地域の実情に応じ」「必要な措置を講ずるように努
めなければならない」とされており、国は相談支援窓口の設置や
若者のキャリア形成支援といった若者サポートステーションの基
本的な事項を行い、県は心理相談等の支援を行うものであり、窓
口の設置やキャリア形成支援といった基本的な事項を受託した同
団体に委託することが効果的・効率的であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594
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就業支援課
令和７年度メタバース活用
長期無業者就労支援事業
業務委託契約

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
ＪＡＣＦＡ

福岡市東区箱崎5丁目
11番7-306号

11,144,595円

　当事業は、令和５年度に開発したシステム等を運用することで、
利用登録者に対し、様々な就労支援サービスを提供している。こ
のため、本業務受託事業者はシステム全体の構造や機能に精通
している必要がある。また、長期無業者の就労支援に知見を有
し、地域若者サポートステーション事業と連携しながら、利用促進
を図っていく必要がある。
　令和５年度にシステム構築を行い、運用開始以降、システムの
維持管理に携わっていること、地域若者サポートステーション事
業の受託事業者であり、長期無業者の就労支援の知見を有して
いる同団体に委託することが効果的・効率的であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594

就業支援課
令和７年度若者自立支援
事業（周知広報）業務委託
契約

令和7年4月1日 アド印刷株式会社
福岡市博多区榎田１丁
目３－２３

418,000円

　県内の幅広い支援機関の情報を取りまとめた「就労サポート
マップ」を作成・配布して周知広報を図ることで、支援が必要な方
を該当機関につなげるとともに、若者サポートステーションの新規
利用促進につなげることを目的とする。本契約では、令和６年度
若者自立支援事業（就職氷河期世代支援等に係る周知広報）業
務において制作した「就労サポートマップ」を改版し、作成・配布す
る予定であり、当該事業者は、令和５年度事業時から「就労サ
ポートマップ」を作成していることから、契約の目的を継続的、効
果的、効率的に達成するため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594

就業支援課
令和７年度福岡県移住・就
業マッチングサイト管理・運
営業務委託契約

令和7年4月1日
パーソルビジネスプロ
セスデザイン株式会
社

東京都江東区豊洲３－２
－２０　豊洲フロント７階 11,915,200円

　本事業は、東京圏等の移住希望者に対し移住支援金の対象と
なる求人情報を提供するマッチングサイトを運営し、また企業に
対する効果的な求人広告の作成支援を行うことで、東京圏からの
人材還流及び県内企業の人手不足対策を実施するものであり、
サイトの管理・運営業務に加え、サイトに掲載する求人の開拓や
求人票作成に当たっての助言等を実施する体制が確保され、事
業計画に工夫のある事業者の選定が必要な事業である。
　当該事業者は、令和６年度事業に企画提案公募（プロポーザル
方式）で選定された事業者であり、求人支援業務の実績もあるこ
とから、本業務を適切に実施できる能力を兼ね備えているため当
該事業者と契約するもの。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

若者支援係 092-643-3594

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（北九州障害者就業・生活
支援センター）

令和7年4月1日
社会福祉法人北九州
市手をつなぐ育成会

北九州市戸畑区沖台2-
4-8

9,105,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人北九州市手をつなぐ育成会が北九州障害者就業・生活支
援センターの指定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593
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就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンター「デュナミス」）

令和7年4月1日
社会福祉法人上横山
福祉会

八女市馬場6-1 5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人上横山福祉会が障害者就業・生活支援センター「デュナミ
ス」の指定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（福岡県央障害者就業・生
活支援センター）

令和7年4月1日
社会福祉法人鞍手ゆ
たか福祉会

鞍手郡鞍手町新延289-
2

5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人鞍手ゆたか福祉会が福岡県央障害者就業・生活支援セン
ターの指定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンター野の花）

令和7年4月1日
社会福祉法人野の花
学園

福岡市中央区天神3-
14-31

5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人野の花学園が障害者就業・生活支援センター野の花の指
定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターちくぜん）

令和7年4月1日
社会福祉法人野の花
学園

福岡市中央区天神3-
14-31

5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人野の花学園が障害者就業・生活支援センターちくぜんの
指定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターちくし）

令和7年4月1日
社会福祉法人野の花
学園

福岡市中央区天神3-
14-31

5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人野の花学園が障害者就業・生活支援センターちくしの指定
法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターじゃんぷ）

令和7年4月1日 社会福祉法人豊徳会 田川郡福智町伊方638 5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人豊徳会が障害者就業・生活支援センターじゃんぷの指定
法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593
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就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターほっとかん）

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
大牟田市障害者協議
会

大牟田市新栄町16-11-
1

5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、特定非
営利活動法人大牟田市障害者協議会が障害者就業・生活支援
センターほっとかんの指定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターちどり）

令和7年4月1日
社会福祉法人福岡コ
ロニー

糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-
11-1

9,105,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人福岡コロニーが障害者就業・生活支援センターちどりの指
定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターはまゆう）

令和7年4月1日
社会福祉法人さつき
会

宗像市自由ヶ丘南3-32 5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人さつき会が障害者就業・生活支援センターはまゆうの指定
法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターぽるて）

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
久障支援運営委員会

久留米市合川町1490-8 9,105,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、特定非
営利活動法人久障支援運営委員会が障害者就業・生活支援セン
ターぽるての指定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターBASARA）

令和7年4月1日
特定非営利活動法人
嘉飯山ネットBASARA

飯塚市吉原町6-1 9,105,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、特定非
営利活動法人嘉飯山ネットBASARAが障害者就業・生活支援セ
ンターBASARAの指定法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターエール）

令和7年4月1日
社会福祉法人みぎわ
会

行橋市南泉3-1-5 5,300,000円

　本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人みぎわ会が障害者就業・生活支援センターエールの指定
法人であるため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593

就業支援課
令和７年度障がい者雇用
開拓事業業務委託契約

令和7年4月1日
株式会社綜合キャリ
アトラスト

東京都港区浜松町2-4-
1

40,667,999円

　当事業者は、令和６年度事業において企画・技術提案型契約方
式により選定された者であり、これまでの事業遂行を通じて、本事
業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実
施し、確実に目標達成を図ることができるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

障がい者支
援係

092-643-3593
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人権・同和
対策局調整
課

スポーツ組織と連携した人
権啓発業務

令和7年4月11日
ライジングゼファーフ
クオカ株式会社

福岡市南区大楠1-34-
16

2,585,000円

本事業の実施に当たっては「バスケットボールチーム「ライジング
ゼファーフクオカ」と連携した人権啓発活動」を事業内容として、法
務省から委託されているものであるため。（地方自治法施行令
167条の2第1項第2号該当）

調整係 092-643-3325

人権・同和
対策局調整
課

人権啓発ラジオ番組の制
作および放送業務

令和7年5月14日
RKB毎日放送株式会
社

福岡市早良区百道浜2-
3-8

4,345,200円

本事業の目的である県民の人権に対する意識や知識をより高め
るため、①県内全域を対象に放送ができる、②継続して聴取して
もらう体制がある、③人権番組制作のノウハウがある、④音声配
信が可能であるため。（地方自治法施行令167条の2第1項第2号
該当）

調整係 092-643-3325

人権・同和
対策局調整
課

令和７年度福岡県人権啓
発情報センター業務委託
契約

令和7年4月1日
公益財団法人福岡県
人権啓発情報セン
ター

春日市原町３丁目１－７ 67,243,000円

当該法人は、同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発活動
を推進し、差別のない社会の確立に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、契約業務の主な内容である法務省地方委
託事業について、市町村以外の再委託先として同省の承認を受
けているため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

管理係 092-643-3324

福岡高等技
術専門校

コンピューターソフトウェア
に関する賃貸借契約

令和7年5月23日 東レACS株式会社
大阪府大阪市中央区久
太郎町３－６－８

1,344,310円

本校では、アパレルサービス科の訓練指導のため、ソフトウェア
（東レＡＣＳ株式会社のクレアコンポⅡアプリケーション）を含む
ハードウェア（パソコン）を１１台導入している。引き続き利用する
ためには、東レアパレルコンピューターシステムのプログラムを記
録した媒体としてソフトウェアキープロテクターが必要であり、それ
を所有するのは東レＡＣＳ株式会社のみであるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

庶務課 092-681-0261

福岡高等技
術専門校

職業訓練の委託に関する
契約

令和7年6月16日
一般社団法人日本造
園組合連合会福岡県
支部

福岡市博多区吉塚本町
１３－５０

訓練受講者1人当
たりの月額単価

69,300円

　当該団体は、全国の造園業者が集う造園緑化団体として国家
資格の取得支援、技術技能講習会の企画支援等を行う公益性の
ある一般社団法人であり、同団体以外の事業者では、定員２０名
の訓練生の受入現場と指導員を確保し、訓練水準を維持・運用
することは極めて困難であり、他に訓練の目標を達成できる者は
いないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

庶務課 092-681-0261
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